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全国において、発令されていた「緊急事態宣言」及び「まん延防止等重点措置」が、

９月３０日をもって、全て解除された。 

また、上越市においても、感染者が減少しているが、新潟県においては、引き続き

「特別警報」が全県で発令されている。 

一方、短期的な感染の再拡大（リバウンド）を警戒する必要がることから、引き続

き、感染予防と感染拡大防止に努めることとする。 

記 

 

１ 継続的に取り組む対策 

（１）マスク着用、手洗い、手指のアルコール消毒の徹底 

（２）出勤前の体温測定と報告 

（３）定期的な事務室の換気（最低１時間に１回以上） 

（４）会議室等使用後の消毒の徹底 

 

２ 主催または共催等の会議・イベント等の開催について 

（１）以下の条件を目安に、適切な感染防止策を講じた上で、開催する。 

① ３密（密閉・密集・密接）を回避する措置を講じること 

ア 適宜、休憩時間を設け、会場内の換気を行う。 

イ 出席人数をできるだけ少なくし、時間短縮を図る。 

ウ 近距離での会話や発声を避ける形式で開催する。 

② 適切な感染防止対策を講じること 

ア マスク着用及び手指の消毒の徹底 

イ 参加者の体調管理の徹底 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 他の都道府県との往来について 

（１）他の都道府県では基本的対策の徹底を特に意識し、帰県後も慎重な行動に

努める。 

（２）往来後に、体調が悪いと感じたら、必ず医療機関を受診する。 

 

 

 

【飲食を伴う会合等についての注意事項】 

・ 他都道府県の方など、普段顔を合わせない人との飲み会を控える 

・ 体調が悪い人は、参加させない（症状喪失後の２日間はダメ） 

・ 定員の５０％以下とする（座席を離す） 

・ 短時間とする 

・ 着座とする（立食・席からの移動及びお酌は禁止とする） 

※ 新潟県安心なお店応援プロジェクト認証店など、感染防止対策が 

 徹底された店を利用する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「注意報・警報等の基準と対策の目安」について 

 

 

 



 

県内の発生状況 

検査実施状況（１０月４日現在） 

※ 当日１０時までに結果が判明した件数を公表。いずれも新潟市を含む。 

※ ＰＣＲ検査の陽性件数は再陽性１件を含む。 

 

入退院状況（１０月４日現在） 

 感染者数 
入 院 中 

（予定含む） 
うち重症者 

宿泊療養中

など 
退院・退所 うち死亡 

累  計 ７９０１ ７８ ３ ９９ ７,７２４ ６０ 

前 日 比 ＋１１ －１４ ±０ －５ ＋３０ ±０ 

 

 

 

 
 

 

ＰＣＲ検査 抗原検査 

検査件数 陽性件数 検査件数 陽性件数 

２２１,４８８  ７,４４９  ６０,２４４  ４５３  


